
 

 

 

 

 

 

 

保育園における警報発表時の対応については、学校等の対応に準じ、下記の通りの扱いとします。

なお、場合により臨機応変な対応が必要な場合には、下記の限りではないこともお含みいただけるように

よろしくお願い致します。

記

１．大阪府内の東部大阪地域（枚方市）に午前６時３０分の時点で台風接近による暴風警報又は

特別警報が発令されている時は、安全のため自宅待機してください。

２．「大雨警報」だけが発令されている場合は保育を行います。ただし、洪水や道路の冠水など危険が

予想されますので園児の登園をなるべく控えてください。

３．台風通過後午前9時までに警報が解除された場合

10時から開園しますが、給食はありませんのでお弁当(離乳食含む)を持参してください。

４．午前９時の時点で解除されなかった場合は臨時休園しますので、家庭で保育して下さい。

５．登園後、暴風警報又は特別警報が発令された時は速やかに保護者又は、これに代わる人が迎えに

来てください。（当日の緊急連絡先が変更する場合は必ず登園時にお伝えください。）

６．台風が接近している日は、緊急なお迎えに対応できるようにしておいて下さい。

【 】

１．台風以外の気象に関する警報発令の場合は開園しておりますが、登降園時等の危険を考え、

保護者の責任で登園を判断して下さい。

２．保育時間中に園の付近で火災や浸水などが発生し、危険が予想される場合は、園より連絡をします

ので、保護者又は、代わる人が迎えに来てください。

３．園では朝の７時より連絡対応等が出来る様に努めていますが、安全面から出勤が出来ない場合も

ございますので、次の連絡先もご利用ください。
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